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（適用） 

第１条 この仕様書は、独立行政法人水資源機構総合技術センター（以下「発注者」とい

う。）が施行する「総合技術センター管内事務所等オフィスチェア購入外業務（仮称）」

（以下「本業務」という。）に適用する。 

 

（概要） 

第２条 本業務は、独立行政法人水資源機構総合技術センターにて使用するオフィスチェ

アの搬入・据付を行うとともに、併せて、現在使用しているオフィスチェア等の引取を行

うものである。 

 

（適用対象） 

第３条 本業務の適用対象は以下のとおりであり、詳細については別紙１及び２によるも

のとする。 

 納品対象： オフィスチェア １２脚 

 引取対象： オフィスチェア １２脚 

 

（履行期限等） 

第４条 本業務の履行期限は、令和８年 3月 27日までである。また、履行期日は原則とし

て土日祝日を除く 1日とする。 

 

（納品及び引取場所） 

第５条 本業務の納品品目、数量及び場所は、別紙１のとおりとする。また、本業務の引取

品目、数量及び場所については別紙２のとおりとする。 

 

（引取及び納品作業） 

第６条  

１ 受注者は、指定場所から引取品を搬出した上で、納入品を指定場所に設置するものとす

る。直ちに使用できるよう、付属品があれば取り付け、ビニールテープ等の養生につい

ては全て外した上で指定場所へ設置すること。なお、指定場所は発注者が別途指示する

ものとする。 

２ 納入品の一時保管が必要となる場合、受発注者間で協議の上、作業前日または当日に限

り、養生等必要な措置を施した上で、発注者が指定する場所への一時保管を認めること

がある。 

３ 作業や運搬に当たっては、担当者との打ち合わせを踏まえて必要な養生を行うこと。 

４ 作業に当たり、作業中に建物または付帯設備等を損傷させた場合、受注者の責において

原状回復を行うこと。 
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５ 発注者の設備を使用しての工具等への電力供給については、想定していない。 

６ 搬出した引取品については、別紙 3 により搬出後の取扱状況について発注者に報告す

ること。 

７ 作業において発生した廃棄物についても、受注者の責において適切に処理すること。 

８ その他納品及び引取時に不明な点があれば、担当職員の指示に従った上で対応するこ

と。 

 

（瑕疵の修補等） 

第７条 発注者は、納入品について破損等の契約不適合（以下「瑕疵」という。）を発見し

たときは、速やかに受注者に対し不適合品に連絡するとともに、受注者は、瑕疵の修補、

代替品の提供等必要な措置を講じなければならない。 

 

（提出書類） 

第８条 受注者は、各段階において以下の書類を提出することとし、以下に記載のない書類

提出の必要が生じたときには、受発注者間で確認の上提出するものとする。 

  なお、提出時には必要に応じて打合せ簿を添付すること。 

（１） 作業計画書を提出するとき  作業計画書（正・副） 各１部 

（２） 現場作業が完了したとき   状況（納品・引取・保管）写真 １部 

（３） 納品が完了したとき     納品書 １部、保証書・説明書 必要部数 

（４） 引取が完了したとき      受領書 １部 

 

（検査） 

第９条 発注者は、前条に定める納品書及び受領書が提出されたときは、当該書類を受領し

た日から 14 日以内に検査を行うものとする。検査の日時等については、受発注者間で調

整の上決定するものとする。 

 

（支払） 

第 10条 受注者は、前条に定める検査に合格したときは、速やかに請求書を提出するもの

とする。発注者は、受注者から適法な請求書が提出されたときは、当該請求書を受領した

日から 30日以内に代金を支払うものとする。 

 

（その他） 

第 11条 受注者は、本仕様書に定めのない事項、又は疑義が生じた場合は速やかに発注者

と協議するものとする。 

２ 本業務に基づく全ての作業において発注者が受注者に提供した情報につい    

ては、的確に管理するとともに業務完了後速やかに発注者に返却すること。 
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以 上 
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別紙１ 納入品目等一覧 

 

納品先 メーカー・品目・数量 備考 

岐阜県郡上市八

幡町 

 

水資源機構総合

技術センター施

工監理グループ

郡上事務所 

コクヨ製オフィスチェア 

② インスパイン（CR-GA2515E6GMT5-W）1 脚 

③ インスパインハンガー（CRH- G2500E6） 

1 セット 

 

・色等の設定は括弧

書きのとおり 

・納品に当たって②

と③は取り付けるも

のとする 

・エレベータ なし 

岐阜県加茂郡八

百津町 

 

水資源機構総合

技術センター施

工監理グループ

八百津事務所 

コクヨ製オフィスチェア 

② インスパイン（CR-GA2515E6GMT5-W）４脚 

③ インスパインハンガー（CRH- G2500E6） 

４セット 

・色等の設定は括弧

書きのとおり 

・納品に当たって

②と③は取り付け

るものとする 

・エレベータ なし 

福井市順化 

 

水資源機構総合

技術センター施

工監理グループ

福井事務所４F 

コクヨ製オフィスチェア 

② インスパイン（CR-GA2515E6GMT5-W）２脚 

③ インスパインハンガー（CRH- G2500E6） 

２セット 

・色等の設定は括弧

書きのとおり 

・納品に当たって②

と③は取り付けるも

のとする 

・エレベータ あり 

富山県砺波市太

郎丸 

 

水資源機構総合

技術センター施

工監理グループ

富山事務所 

コクヨ製オフィスチェア 

② インスパイン（CR-GA2515E6GMT5-W）２脚 

③ インスパインハンガー（CRH- G2500E6） 

２セット 

・色等の設定は括弧

書きのとおり 

・納品に当たって②

と③は取り付けるも

のとする 

・エレベータ なし 

愛知県名古屋市

中区 

 

水資源機構中部

支社２階 

コクヨ製オフィスチェア 

② インスパイン（CR-GA2515E6GMT5-W）１脚 

③ インスパインハンガー（CRH- G2500E6） 

１セット 

・色等の設定は括

弧書きのとおり 

・納品に当たって

②と③は取り付け

るものとする 

・エレベータ なし 
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納品先 メーカー・品目・数量 備考 

大阪府大阪市中

央区 

 

水資源機構関

西・吉野川支社 

６階 

コクヨ製オフィスチェア 

② インスパイン（CR-GA2515E6GMT5-W）２脚 

③ インスパインハンガー（CRH- G2500E6） 

２セット 

・色等の設定は括

弧書きのとおり 

・納品に当たって②

と③は取り付けるも

のとする 

・エレベータ あり 
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別紙２ 引取品目等一覧 

引取物品については以下の種類を予定している。 

引取元 品目・数量 備考 

さいたま市桜区 

 

水資源機構総合技術

センター  

別館１階及び２階 

・以下に添付している写真を予定

している    １２脚 

・写真と一部仕様が異なる

場合がある 

 

 

 

 

（写真） 
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  別紙３ 

 

                                                          令和 年  月  日 

 

 

独立行政法人水資源機構分任契約職 

 総合技術センター所長 安藤 昌文  宛 

 

住   所   

会 社 名   

代表者氏名            印 

 

 

 

物 品 受 領 書 

 

 

  発注者からの依頼に基づき、下記物品を現状有姿のまま当社が引き取りました。 

なお、今後下記物品について廃棄処分する場合は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

等の関係法令に従い、当社の責任のもと処分を行います。 

 

 

記 

 

 

  受領物品：オフィスチェア １２脚 

  

 

 

 

                                                                        以  上 

 

 


